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ＪＡ足利 

足利市農業協同組合 
〒326－0036足利市弥生町２０番地 TEL ０２８４－４１－７１５１（代表） 

足利支店  TEL ４１－２５８８   東 支 店  TEL ４１－３６７８   北 支 店  TEL ４１－３６６３ 

山辺支店  TEL ７１－１６２６   南 支 店  TEL ７１－１６０１   西 支 店  TEL ６２－１０１１ 

坂西支店  TEL ６３－１２２７ 

         

                             
 

営農経済部 （営農振興課・販売推進課） TEL ２２－４４３３ 

        〃 （経済課） TEL ７０－３０７１ 

生活部 （生活振興課） TEL ６４－９９２０ 

        〃 （典礼課） 総合葬祭レインボー足利 TEL ７３－２１４１ (フリーダイヤル) ０１２０－０２８４７３ 

 

 



１．組合長挨拶 

 

皆様には、平素より私どもＪＡ足利をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当ＪＡは、組合員、利用者、地域の皆様のご理解を得て、令和７年８月末において貯金残高１，５９３

億円、貸出金残高２３６億円となり、一層の経費削減に努めた結果、経常利益は１２６百万円を計上す

るとともに、自己資本比率は１９．６７％程度となり、財務の健全化を維持しております。 

今後とも、農家組合員及び地域の皆様とともに歩み、地域経済の発展に寄与すべく信頼性・健全性

の向上とサービスの提供に努めて参りますので、一層のご利用を賜りますようお願い申し上げます。 
 

ＪＡ足利 

代表理事組合長 齋藤  肇 
 

  

２．農業振興活動 

●農業関係の持続的な取り組み 

・常勤役員と営農経済渉外（ＴＡＣ）による担い手訪問を通じ、担い手のニーズや課題を把握し、内部で共有・検

討することで、迅速かつ柔軟に行動できる体制作りと農業経営支援に努めております。 

・行政と連携して新規就農希望者支援体制を整え、相談から就農までの支援をしております。 

・新規就農者や新たに園芸作物に取り組む農業者を対象に、ＪＡ独自の支援対策として簡易施設（パイプハウス）

の設置及び生産資材（種苗費）購入費用の一部を助成し、生産基盤の維持、向上に取り組んでおります。 

・イノシシ・シカ等の進入防護対策や施設園芸における難防除害虫対策として費用の一部を助成し、営農環境

の確保に努めております。 

・組合員利便性向上を目的に、営農経済部専用の公式ＬＩＮＥアカウントから担い手に対して営農に関する情報

を発信しております 

・主食用米の耐暑性品種の取り組みを行うとともに、加工用米の推進を行っております。 

・全農（全農直販）への販売を強化し、生産者の所得向上に取り組んでおります。 

・フードロスの削減に向けた取り組みとして、青果物の規格外品を地元企業に加工用として販売しています。また、

トマト部会の協力をいただき、子ども食堂へトマトの無償提供を行っております。 

・予約申込を強化するとともに、大口購入等担い手規模に応じた値引き対応の実施や、農薬大型規格品の普及

拡販に努め、価格引き下げによる農業者のコスト低減と系外呼び戻しに努めております。 

・施設園芸農家に対する暖候期の高温対策として塗布剤を推奨し、遮光・遮熱をすることで施設内環境を整え

作業性の向上と生産高の向上に努めています。 
 

●地域密着型金融への取り組み（農業者等の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況を含む） 

（１）農業者等の経営支援に関する取り組み方針 
当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客様に対し

て必要な資金を円滑に供給していくこと」を当ＪＡの最も重要な役割のひとつとして位置付け、当ＪＡの担う公共

性と社会的責任を強く認識し、その適正な業務の遂行に向け金融円滑化にかかる基本方針等を定め、対応し

ています。 

（２）農業者等の経営支援に関する態勢整備 

当ＪＡでは、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みに対し、円滑に対応することが出来るよう、

態勢を整備しています。 

（３）農業者等の経営支援に関する具体的な取り組み 

当ＪＡは、農業者等の経営支援に関して、下記のような具体的取り組みを実施しています。 

ア 農業者をはじめとした地域活性化のための融資などの支援 

・「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」に向け、融資担当者とＴＡＣが定期的な会議・ミーティングを開催

し、情報共有をはかっております。また、農業メインバンク強化先を中心に、訪問活動で収集した担い手の

資金需要を基に、制度資金を含め生産者が必要とする資金提案に努めております。さらに、担い手コンサ

ルティングを実施し、金融面からの経営指導にも取り組んでおります。 

・担い手と集落営農組織を育成する支援に取り組んでおります。 

イ 担い手の経営の発展等に応じた支援 
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・国や地方公共団体と連携した農業施策の活用をしております。 

・顧問弁護士や税理士による法律・税務相談を実施しております。 

ウ 農業者をはじめとした地域社会の情報の集積を活用した地域貢献 

・食農教育の一環として、希望校の小中学生にバケツ稲の栽培キットを寄贈し、稲作や野菜作りに関する出

前授業を行っております。また、食と農への関心と理解を深めてもらうことを目的として、市内全小学校の１年

生にランチョンマット、３年生・５年生には教材本の寄贈を実施しております。 

・ＪＡ活動の理解促進や地産地消の推進を目的とした女性大学「あしかが美人スクール」を開校し、市内在住

の女性を対象に講座を行っております。 

 

３．地域貢献情報 

●地域貢献に対する考え方 

当ＪＡは、足利市を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助を共

通の理念として運営する協同組織です。当ＪＡでは「信頼・改革・貢献」をスローガンに、運営・経営にあたって

おります。 

当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆様などからお預かりした大切な財産である「貯金」を源泉としており

ます。当ＪＡでは資金を必要とする組合員の皆様方や地方公共団体などにもご利用いただいております。 

また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めております。 

当ＪＡでは、平成２６年に事業継続計画（ＢＣＰ）における基本方針（大規模災害に対する対応方針）を策定し、

定期的に訓練を行うなど、災害時においても事業継続を行うことに最大限努めております。 

 
   

ア． 組合員数 令和７年２月末 令和７年８月末 

正 組 合 員           ３，８９３人           ３，８７９人 

准 組 合 員           ９，９８４人           １０，１３２人 

合    計          １３，８７７人          １４，０１１人 

イ． 組合員戸数   

正組合員戸数           ３，５６７戸           ３，５３８戸 

准組合員戸数           ８，５７６戸           ８，７１０戸 

合    計          １２，１４３戸          １２，２４８戸 

ウ． 出 資 金       ２，１６９百万円        ２，１８３百万円 

 
 
●地域からの資金調達の状況（８月末） 
        

貯金・積金平均残高 

組 合 員 等  １２８，０２７百万円 

そ  の  他  ３０，８７６百万円 

合   計  １５８，９０３百万円 

※上記「組合員等」には、地方公共団体等からの貯金・積金２，５５２百万円が含まれています。 

このうちオリジナル商品は下記のとおりです。 ※残高のある商品を記載しております。 

       定期貯金・・・年金いきいき定期貯金、年金予約定期貯金、相続定期貯金 

定期積金・・・お米お届け定期積金 
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●地域への資金供給の状況（８月末） 
 

（１）貸出金平均残高 

組 合 員 等  １９，１４３百万円 

そ  の  他  ３，７９６百万円 

合   計  ２２，９３９百万円 

※上記「その他」には、地方公共団体等への貸出金３，６３２百万円が含まれています。 
 
 

（２）融資取扱状況（平均残高） 

住 宅 ロ ー ン １５，１８１百万円 

教 育 ロ ー ン ４９百万円 

自動 車 ローン ８０８百万円 

営 農 ロ ー ン ３８百万円 

農  業  資  金 ３３５百万円 

日本政策金融公庫資金    ― 

農業近代化資金 ３００百万円 

畜産特別資金 ― 

災害条例資金 ― 

その他制度資金 ― 

そ の 他    ６，２２６百万円 

 合    計  ２２，９３９百万円 

※ 上記のうち、「日本政策金融公庫資金、農業近代化資金」等は、制度融資といい、農業生産の振興や農業後
継者の育成などを目的に、国等が一定の制度に基づいて行う金融のことをいいます。 

       制度融資には、大別して、国・県の財政資金による融資と、ＪＡ資金を原資として融資を行い、国、地方公共団
体、JAが利子補給を行う制度があります。 
前者の代表的なものは日本政策金融公庫資金（農業改良資金、就農支援資金含む）であり、後者の代表的

なものは農業近代化資金、畜産特別資金となっています。 
   
   
●文化的・社会的貢献に関する事項（地域との繋がり） 

（１）文化的・社会的貢献に関する事項 

ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安心な農畜産物を安定

的に供給することを基本使命としています。 

このため、農業関連を中心に総合的な事業を展開しております。 

組合員以外の一般の方にも各種事業を利用していただくことにより、地域経済・社会の発展に寄与する社

会的責任、金融機関の一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する公共的使命を果たしています。 

また、次代を担う児童・生徒たちに対しては、学校給食やこども食堂への地元農畜産物の提供、食農教育

の実施、小学生に対するランチョンマットや社会科学習教材の提供など、農業への関心を高める取組みを

行っております。 

さらに、農産物直売所では「運転経歴証明書」、「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を持参したお客様に対し利

用額に応じお買い物券を配布することで、安心して暮らせる地域社会の実現への取り組みをしています。 

（２）組合員・利用者との関係性強化 

当ＪＡでは、組合員の交流を図るとともに、地域の皆様との結びつきを強化するため、「ＪＡ足利まつり」や

「支店感謝祭」を開催するなど取り組みをすすめています。 
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（３）情報提供活動 

組合員の皆様向けに毎月広報誌「ＪＡあしかが」を発行して、ＪＡの事業や地域の情報を提供しています。 

また、地域住民の皆様への情報発信として、コミュニティ誌「Agri Ashikaga 通信」を発行するほか、ホーム

ページやＳＮＳにより、身近でタイムリーな情報提供に努めるとともに、皆様からの情報やご意見等をＥメール

等でも受け付けています。 

■ホームページ  https://www.jaashikaga.or.jp 

■E メール      ja@jaashikaga.or.jp 

■インスタグラム  https://www.instagram.com/ja.ashikaga.bijincyan 

（４）地方創生に関する事項 

足利市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結し、市民生活の安定に寄与する目的で災害が

発生した場合に被災者に対して物資の供給をします。 

また、災害時にＪＡの敷地を一時避難場所として利用できる取組みを行っています。 

 

４．農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権に基づく債権の保全状況 

                                                 （単位：百万円） 

                                                              

債 権 区 分 
債権額 

保全額 （参考） 

購買未

収金 担保 保証 引当 合計 

破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権(A) 

令和７年２月末 ９２ ３ ６３ ２５ ９２ １ 

令和７年８月末 ７４ ６ ４５ ２２ ７４ １ 

危 険 債 権 ( B ) 
令和７年２月末 － － － － － － 

令和７年８月末 １３ － １３ － １３ ４ 

要 管 理 債 権 ( C ) 
令和７年２月末 － － － － － － 

令和７年８月末 － － － － － － 

 三 月 以 上 

延 滞 債 権 

令和７年２月末 － － － － － － 

令和７年８月末 － － － － － － 

貸 出 条 件 

緩 和 債 権 

令和７年２月末 － － － － － － 

令和７年８月末 － － － － － － 

小計 ( D = A + B + C ) 
令和７年２月末 ９２ ３ ６３ ２５ ９２ １ 

令和７年８月末 ８８ ６ ５９ ２２ ８８ ５ 

正 常 債 権 ( E ) 
令和７年２月末 ２２，１９１      

令和７年８月末 ２４，１５６      

合 計 ( D + E ) 
令和７年２月末 ２２，２８３      

令和７年８月末 ２４，２４４      
 
 

（注）１．令和７年２月末から令和７年８月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認識した先については、８月末時
点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。 

２．債権区分は、次のとおりです。 
①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

         ・破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

②危険債権 
         ・債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の

元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 
③要管理債権 
・④「三月以上延滞債権」と⑤「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。 

④三月以上延滞債権 

4

mailto:ja@jaashikaga.or.jp


・元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

⑤貸出条件緩和債権 
・債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危
険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

⑥正常債権 
           ・債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分され

る債権をいいます。 

 

５．単体自己資本比率 

令和７年２月末 令和７年８月末 

   １８．９４％ １９．６７％程度 

（注）バーゼルⅢを踏まえた新国内基準で算出しております。また、８月末は、当ＪＡの上半期仮決算データを基に算出してお
り、 確定した決算に基づく数値ではありません。 

 

６．主要勘定の状況 

 （単位：百万円） 

 令和６年８月末 令和７年２月末 令和７年８月末 

貯 金 １６１，２０４ １５９，８９１ １５９，３４３ 

貸 出 金 ２３，７５０ ２２，２６８ ２３，６７５ 

預 金 １１９，３７５ １１７，２２４ １１５，３７９ 

有価証券 １７，２９９ １５，５３７ １７，６０２ 

（ 参 考 ） 
購買未収金 

９４ １９４ ８２ 

（注）有価証券は、２月末は時価評価後、８月末は償却原価後の残高です。 
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７．有価証券の時価情報  

 【売買目的有価証券】 

     売買目的有価証券については、当ＪＡでは投機的運用を行わないため保有しておりません。 

【満期保有目的の債券】                                        （単位：百万円） 

 

 種 類 

令和７年２月末 令和７年８月末 

貸借対照

表計上額 
時 価 差 額 

貸借対照

表計上額 
時 価 差 額 

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 

国 債 － － － － ― － 

地方債 － － － － － － 

金融債 － － － － － － 

社 債 １００ １００ ０ － － － 

小 計 １００ １００ ０ － － － 

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの 

国 債 － － － － － － 

地方債 － － － － － － 

金融債 － － － － － － 

社 債 １，３００ １，２４１ △５８ １，３００ １，２３６ △６３ 

小 計 １，３００ １，２４１ △５８ １，３００ １，２３６ △６３ 

合     計 １，４００ １，３４１ △５８ １，３００ １，２３６ △６３ 

（注）貸借対照表計上額は償却原価法（アモチ・アキュム）適用後、減損処理前のものです。 

 

【その他有価証券】                                           （単位：百万円） 

 

 種 類 

令和７年２月末 令和７年８月末 

取得価額 
貸借対照

表計上額 
差 額 取得価額 

貸借対照

表計上額 
差 額 

貸借対照表計上

額が取得価額を

超えるもの 

国 債   ３９９ ４１２ １３ ２９９ ３０８     ８ 

地方債 ２９９ ３００  ０ ９９ ９９  ０ 

金融債 － ― － － － － 

社 債 ２００ ２０２ ２ ２００ ２０１ １ 

小 計   ８９９ ９１５ １６   ５９９   ６０９  ９ 

貸借対照表計上

額が取得価額を

超えないもの 

国 債 １５,２００ １３,１２１ △２,０７９ １５,３９９ １２,６９８    △２,７０１ 

地方債 ９９ ９９ △０ ２９９  ２９９ △０ 

金融債 － － － － － － 

社 債 － － － － － － 

小 計 １５,３００ １３,２２１ △２,０７９ １５,６９９ １２,９９７    △２,７０２ 

合     計 １６,１９９ １４,１３７ △２,０６２ １６,２９９ １３,６０７ △２,６９２ 

（注）取得価額は償却原価法（アモチ・アキュム）適用後、減損処理前のものです。 
（注）単位が百万円等のため、合計等に相違があります。 
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■ 担い手訪問 

ＪＡ役員やＴＡＣ（営農経済渉外）が担い手

農家を訪問し、生産者が抱える問題や地域農業

の課題などを聞き取りし、ＪＡの総合力を活か

した提案を行っています。 

８．令和７年度上半期の自己改革への取り組み 

ＪＡ足利では、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」を目指して、地域農業のさらなる発展とより豊かで暮

らしやすい地域社会の実現に向け、より地域社会に貢献するＪＡとなるべく自己改革を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者の所得増大 

■ 現地検討会・目揃会 

栽培状況・栽培管理などを確認する現地検討会や、規格の統一などを図る目揃会を実施し、生産者や

ＪＡ、市場が密に情報交換をすることで有利販売につなげています。 

■ 栽培講習会 

収量・品質の向上に向け、シーズンに合わせ

て適正な栽培管理が行えるよう、栽培指導を行

っています。 

農業生産の拡大 
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ＪＡ足利は地域に根ざした「なくてはならない存在」を目指し、今後も自己改革へ取り組みます。 

地域の活性化 

■ ウオーキング大会・ふれあいゴルフコンペ 

「ウオーキング大会」や「ふれあいゴルフコンペ」を実施し、組合員や利用者、地域住民の健康促進と

交流を目指します。 

■女性大学「足利美人スクール」 

女性大学「足利美人スクール」を開催し、普段

できないことにチャレンジする場の提供や新た

な仲間づくりを進めるとともに、国消国産・地産

地消の推進を図っています。 

■あぐりキッズクラブ・出前授業 

食と農業への理解促進に向けて農業体験スクール「あぐりキッズクラブ」や市内の学校へ「出前授業」

などを行い、食農教育に取り組んでいます。 
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９．足利市農業協同組合個人情報保護方針 
                                        足利市農業協同組合 

（H17年4月1日制定、R4年5月27日最終改定、R4年4月1日適用） 
 
 足利市農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うこと
が当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 
 
１．関連法令等の遵守 
  当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」（以下「保護法」といいます。）
その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実
に遵守します。 
個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別でき

るものをいい、以下も同様とします。 
また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係
諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 
特定個人情報とは、番号法第２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様

とします。 
２．利用目的 
  当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た
場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報
を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的
の範囲を超えた利用は行いません。 
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。利用目的は、法令により例外

として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。た
だし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。 

３．適正取得 
当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 

４．安全管理措置 
  当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また
安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。 
なお、個人データとは、保護法第１６条第３項が規定する、個人情報データベース等（保護法第１６条第１項）

を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 
５．仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い 
  当組合は、仮名加工情報（保護法第２条第５項）及び匿名加工情報（保護法第２条第６項）の取扱いに関して
は、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。 

６．第三者提供の制限 
  当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意 を得ることなく、個人
データを第三者に提供しません。 

  また、当組合は、番号法第１９条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わ
らず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

７．機微（センシティブ）情報の取り扱い 
  当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地・本籍地、保健
医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただ
いた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はしません。 

８．開示・訂正・利用停止等 
  当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。 

保有個人データとは、保護法第１６条第４項に規定するデータをいいます。 
９．苦情窓口 
  当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み 、そのための内部体制
の整備に努めます。 

10．継続的改善 
  当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。 
 

                                           以上 
【注】詳細はこちらをご参照ください。 
https://www.jaashikaga.or.jp/about/  
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１０．店舗等のご案内

（令和７年１１月現在）

店舗等 住　　　所 電話番号

平　日 8:45～21:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～19:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～21:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～21:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～19:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～21:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～21:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～19:00

土・日・祝日 9:00～17:00

平　日 8:45～19:00

土・日・祝日 9:00～17:00

ＡＴＭ稼働時間

南支店 〒 326-0335　足利市上渋垂町745-3
(0284)
71-1601

北支店 〒 326-0006　足利市利保町3丁目12-2
(0284)
41-3663

本店 〒 326-0036　足利市弥生町20
(0284)
41-7151

東支店 〒 326-0021　足利市山川町419
(0284)
41-3678

足利支店 〒 326-0051　足利市大橋町1丁目2006-8
(0284)
41-2588

山辺支店 〒 326-0831　足利市堀込町2083-8
(0284)
71-1626

三重ＡＴＭ

坂西支店 〒 326-0143　足利市葉鹿町645
(0284)
63-1227

西支店 〒 326-0844　足利市鹿島町825
(0284)
62-1011

〒 326-0843　足利市五十部町388-1
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